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●事業再評価に係る資料 

事業名  一般国道５６号 中村
なかむら

宿毛
す く も

道路
ど う ろ

 
事 業 

区 分 
一般国道 

起終点 

自：高知県
こ う ち け ん

四万十市
し ま ん と し

古津賀
こ つ か

 

至：高知県
こ う ち け ん

宿毛市
す く も し

和田
わ だ

 

延 長 

 

供用済 

 23.2ｋｍ 

 

8.3ｋｍ 

事業化 
昭和５１年度 

平成元年度（宿毛延伸部）

都市計画

決定 

昭和５０年１１月２１日 

用地着手 昭和５３年度 工事着手 昭和５４年度 

 

事 

業 

の 

概 

要 

全 体 

事業費 

約 1,320 億円 

（うち用地費 約 166 億円） 

計 画 

交通量 

9,400～ 

19,700 台/日 

 

 

事 

業 

の 

目 

的 

 

一般国道５６号は、高知市を起点に四国西南地域を経由して松山市に至る延

長約２９２km の主要幹線道路である。本路線は、高知県、愛媛県の産業経済

活動を支える大動脈であるとともに、通勤等、日常生活に欠かせない道路とし

ての役割を持つ重要な道路である。 

中村宿毛道路は、四国横断自動車道と接続し、高速交通ネットワークを形成

する自動車専用道路部と、四万十市街地の交通混雑を緩和する一般道路部から

なり、四万十市～宿毛市間の円滑な交通確保と道路冠水等による交通遮断の解

消、四万十市内の渋滞の解消等を目的とした道路整備事業である。 
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●事業の進捗状況 

執行済み額（全体） 

（平成１９年度末） 

事業費：1,017 億円（進捗率 77％） 

 うち用地費 152 億円（進捗率 92％） 

執行済み額（未整備区間） 

（平成１９年度末） 

事業費：943 億円（進捗率 76％） 

 うち用地費 137 億円（進捗率 91％） 
 

年次 内容 

昭和５０年１１月２１日 

昭和５１年 

昭和５３年 

昭和５４年 

昭和５８年 ３月３１日 

昭和６２年 

平成 元年 

平成 ８年 ３月２９日 

平成１４年 ７月 

平成１４年 ８月 ５日 

平成１４年 ９月１３日 

平成１７年 ３月１１日 

平成１９年 ８月 ９日 

平成２０年度（予定） 

都市計画決定（中村地区） 

事業化 

用地着手 

工事着手 

都市計画決定（平田地区） 

高規格幹線道路に編入 

中村宿毛道路（宿毛延伸部 Ｌ=7.6km）事業化 

都市計画決定（古津賀地区） 

平田ＩＣ～宿毛ＩＣ ２車線整備 

一部供用開始（４車線）Ｌ=0.75km（古津賀地区） 

間ＩＣ～平田ＩＣ供用開始（暫定２車線）Ｌ=7.0km 

４車化供用開始Ｌ=2.0km（上の土居地区） 

一部供用開始（４車線）Ｌ=0.5km（古津賀地区） 

四万十 IC～間 IC 供用開始予定（暫定２車線）Ｌ=6.1km 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工 区 4 工区 3 工区 2 工区 1 工区 

延長 7.6 ㎞ 7.0 ㎞ 6.1 ㎞ 2.5 ㎞ 

現状 

平成元年度より 

用地着手 

平成 19 年度より 

工事着手 

用地取得率：54% 

平成 14 年 9 月に 

暫定 2 車線供用済み

平成 6 年度より 

用地着手 

平成 8 年度より 

工事着手 

用地取得率：100% 

平成 9 年度より 

用地着手 

平成 12 年度より 

工事着手 

用地取得率：100% 

今後の 

見通し 

用地・工事の推進を

図り、平成 20 年代

後半完成 2車線供用

予定 

－ 

工事の推進を図り、

平成 20 年度暫定 

2 車線供用予定 

工事の推進を図り、

平成 21 年度完成 

4 車線供用予定 

 

 

 

事 

 

業 

 

の 

 

進 

 

捗 

 

状 

 

況 
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 ◇ 客観的評価指標 

 

＜事業採択の前提条件を確認するための指標＞ 

 指 標 備 考 

前提条件 事業の効率

性 

■便益が費用を上回っている 【事業全体】費用便益比（B/C）＝1.5 

【残事業】 費用便益比（B/C）＝1.8 

 

＜事業の効果や必要性を評価するための指標(1/3)＞ 

政策目標 

大項目 中項目 
指 標 備 考 

●現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 渋滞損失削減時間：2303 千人・時間/年、

中村宿毛道路の整備により削減される。 

■現道等における混雑時旅行速度が 20km/h

未満である区間の旅行速度の改善が期待さ

れる 

バスプローブ調査により、20km/h 未満の

区間があるが、中村宿毛道路の整備により

削減される。 

□現道又は並行区間等における踏切交通遮

断量が 10,000 台/日以上の踏切道の除却も

しくは交通改善が期待される 

 

■現道等に、当該路線の整備により利便性

の向上が期待できるバス路線が存在する 

高知西南交通（路線バス、高速バス） 

□新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセ

ス向上が見込まれる 

 

円滑なモビ

リティの確

保 

■第一種空港、第二種空港、第三種空港も

しくは共用飛行場へのアクセス向上が見込

まれる 

宿毛市～高知龍馬空港(第二種空港) 

3 時間 02 分→2 時間 49 分（約 13 分短縮）

■重要港湾もしくは特定重要港湾へのアク

セス向上が見込まれる 

四万十市～宿毛湾港(重要港湾) 

約 13 分短縮 

□農林水産業を主体とする地域において農

林水産品の流通の利便性が向上 

 

物流効率化

の支援 

□現道等における、総重量 25t の車両もし

くは ISO 規格背高海上コンテナ輸送車が通

行できない区間を解消する 

 

□都市再生プロジェクトを支援する事業で

ある 

 

□広域道路整備基本計画に位置づけのある

環状道路を形成する 

 

□市街地再開発、区画整理等の沿道まちづ

くりとの連携あり 

 

 

 

□中心市街地内で行う事業である  

□幹線都市計画道路網密度が 1.5km/k ㎡以

下である市街地内での事業である 

 

□DID 区域内の都市計画道路整備であり、

市街地の都市計画道路網密度が向上する 

 

1.活力 

都市の再生 

□対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地

開発（300 戸以上又は 16ha 以上、大都市に

おいては 100 戸以上又は 5ha 以上）への連

絡道路となる 
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＜事業の効果や必要性を評価するための指標(2/3)＞ 

政策目標 

大項目 中項目 
指 標 備 考 

■高速自動車国道と並行する自専道（A'路

線）としての位置づけ有り 

四国８の字ネットワークを構成 

□地域高規格道路の位置づけあり  

□当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹

線道路で連絡するルートを構成する 

 

□当該路線が隣接した日常活動圏中心都市

間を 短時間で連絡する路線を構成する 

 

□現道等における交通不能区間を解消する  

□現道等における大型車のすれ違い困難区

間を解消する 

 

国土・地域

ネットワー

クの構築 

■日常活動圏の中心都市へのアクセス向上

が見込まれる 

宿毛市～四万十市間のアクセス向上 

□鉄道や河川等により一体的発展が阻害さ

れている地区を解消する 

 

■拠点開発プロジェクト、地域連携プロジ

ェクト、大規模イベントを支援する 

宿毛湾港工業流通団地、高知西南中核工業

団地 

■主要な観光地へのアクセス向上が期待さ

れる 

四万十川、ホエールウォッチング等 

1.活力 

個性ある地

域の形成 

■新規整備の公共公益施設へ直結する道路

である 

四万十物産館あるねや 

□自転車交通量が 500 台/日以上、自動車交

通量が 1,000 台/12h 以上、歩行者交通量が

500 人/日以上の全てに該当する区間におい

て、自転車利用空間を整備することにより、

当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・

安全性の向上が期待できる 

 歩行者・自

転車のため

の生活空間

の形成 

□交通バリアフリー法における道路特定事

業に位置付けがある、または、交通バリア

フリー法に基づく重点整備地区における特

定経路を形成する区間が新たにバリアフリ

ー化される 

 

□対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位

置づけ有り 

 無電柱化に

よる美しい

町並みの形

成 

□市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特

別保存区域及び重要伝統的建造物保存地

区）の幹線道路において新たに無電柱化を

達成する 

 

2.暮らし 

安全で安心

できるくら

しの確保 

■三次医療施設へのアクセス向上が見込ま

れる 

幡多けんみん病院（２次医療施設）へのア

クセス向上 

■現道等に死傷事故率が 500 件/億台キロ

以上である区間が存する場合において、交

通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間

の解消等により、当該区間の安全性の向上

が期待できる 

100ｍあたりの死傷事故率において、 

平田交差点付近（1,037 件/億台キロ） 

下田分岐交差点付近（556.8 件/億台キロ）

3.安全 安全な生活

環境の確保 

□当該区間の自動車交通量が 1,000 台/12h

以上（当該区間が通学路である場合は 500

台/12h 以上）かつ歩行者交通量 100 人/日

以上（当該区間が通学路である場合は学童、

園児が 40 人/日以上）の場合、又は歩行者

交通量 500 人/日以上の場合において、歩道

が無い又は狭小な区間に歩道が設置される
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＜事業の効果や必要性を評価するための指標(3/3＞ 

政策目標 

大項目 中項目 
指 標 備 考 

□近隣市へのルートが１つしかなく、災

害による１～２箇所の道路寸断で孤立

化する集落を解消する 

 

■対象区間が、都道府県地域防災計画、

緊急輸送道路ネットワーク計画又は地

震対策緊急整備事業計画に位置づけが

ある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画

に位置づけのある路線（以下「緊急輸送

道路」という）として位置づけあり 

現道が第一次緊急輸送道路 

■緊急輸送道路が通行止になった場合

に大幅な迂回を強いられる区間の代替

路線を形成する 

現道の並行道路である。 

冠水により、現道が通行止めの際は、中村

宿毛道路が迂回路となる 

□並行する高速ネットワークの代替路

線として機能する（A'路線としての位置

づけがある場合） 

 

□現道等の防災点検又は震災点検要対

策箇所もしくは架替の必要のある老朽

橋梁における通行規制等が解消される 

 

3.安全 災害への備え 

□現道等の事前通行規制区間、特殊通行

規制区間又は冬期交通障害区間を解消

する 

 

地球環境の保

全 

●対象道路の整備により削減される自

動車からの CO2 排出量 

CO2 排出量が 2940t/年削減 

●現道等における自動車からの NO2 排出

削減率 

NO2 排出量が 6.1t/年削減 

●現道等における自動車からの SPM 排出

削減率 

SPM 排出量が 0.7t/年削減 

□現道等で騒音レベルが夜間要請限度

を超過している区間について、新たに要

請限度を下回ることが期待される区間

がある 

 

4.環境 

生活環境の改

善・保全 

□その他、環境や景観上の効果が期待さ

れる 

 

□関連する大規模道路事業と一体的に

整備する必要あり 

 他のプロジェ

クトとの関係 

□他機関との連携プログラムに位置づ

けられている 

 

5.その他 

その他 □その他、対象地域や事業に固有の事情

等、以上の項目に属さない効果が見込ま

れる 
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◇事業の効果や必要性を評価するための指標該当項目 

 ■活力－円滑なモビリティの確保－ 

  ・年間渋滞損失時間の削減 

  ・混雑時旅行速度（20km/h 未満）区間の改善 

  ・国道 56 号を利用するバス路線の利便性の向上 

  ・宿毛市から高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセス向上 

 ■活力－物流効率化の支援－ 

  ・四万十市から宿毛湾港（重要港湾）へのアクセス向上 

 ■活力－国土・地域ネットワークの構築－ 

  ・四国８の字ネットワークを構成 

  ・宿毛市から四万十市間のアクセス向上 

 ■活力－個性ある地域の形成－ 

  ・宿毛湾港工業流通団地、高知西南中核工業団地を支援 

  ・四万十川、ホエールウォッチング等、観光地へのアクセス向上 

  ・四万十物産館「あるねや」へ直結 

 ■暮らし－安全で安心できる暮らしの確保 

  ・四万十市から幡多けんみん病院（二次医療施設）までのアクセス向上 

 ■安全－安全な生活環境の確保 

  ・死傷事故率の減少による安全性の向上 

 ■安全－災害への備え－ 

  ・第一次緊急輸送道路としての位置づけ 

  ・現道の代替路線を形成 

■環境－地球環境の改善・保全－ 

  ・CO2 排出量が    2,940ｔ/年程度削減（削減率 5.4％） 

■環境－生活環境の改善・保全－ 

  ・NO2 排出削減量が 6.1ｔ/年程度削減（削減率 3.9％） 

  ・SPM 排出削減量が 0.7ｔ/年程度削減（削減率 4.6％） 
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◇事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

 ■幡多 8 市町村が「高知西南地方拠点都市地域」に指定 

  ・平成 7 年に指定。現在、様々な活性化施策が計画・推進されている 

 

■四国横断自動車道の供用（高知自動車道） 

  ・昭和 62 年 10 月 大豊 IC～南国 IC 間供用開始 （暫定２車線） 

  ・平成 04 年 01 月 川之江 JCT～大豊 IC 間供用開始（高松、松山自動車道と接続） 

・平成 10 年 03 月 南国 IC～伊野 IC 間供用開始 （暫定２車線） 

・平成 12 年 03 月 川之江東 JCT 供用開始 （徳島自動車道と接続） 

  ・平成 14 年 09 月 伊野 IC～須崎東 IC 間供用開始（暫定２車線） 

  ・平成 17 年 04 月 川之江東 JCT～馬立 PA 間供用開始（４車線化） 

  ・平成 17 年 04 月 大豊 IC～南国 IC 間供用開始（４車線化） 

  ・平成 20 年 07 月 大豊 IC～馬立 PA 間供用開始（４車線化） 

  ・平成 20 年 07 月 南国 IC～高知 IC 間供用開始（４車線化） 

 

 ■高知西南中核工業団地 

  ・昭和 60 年に造成工事に着手、平成 2 年に完成 

 

■宿毛湾港が重要港湾に指定 

  ・昭和 61 年に指定を受け、平成 2 年度から整備着手（平成 20 年代半ばを目標） 

 

■幡多けんみん病院の建設 

  ・四万十市ならびに宿毛市の県立病院を統廃合し、地域の新たな二次医療の中核を担う 

「幡多けんみん病院」が当該路線の平田 IC 近くに建設（平成 7 年より工事着手）、平成

11 年に開業した 

 

 ■周辺の市町村合併 

  ・平成 17 年 04 月 四万十市新設（中村市、西土佐村が合併） 

  ・平成 18 年 03 月 黒潮町新設 （大方町、佐賀町が合併） 

 

 ■中村宿毛道路の沿道状況 

・平成 10 年 大型小売店舗（ショッピング）  １店出店（具同地区） 

・平成 13 年 大型小売店舗（ショッピング）  １店出店（古津賀地区） 

・平成 14 年 大型小売店舗（ホームセンター） １店出店（具同地区） 

・平成 15 年 大型小売店舗（洋服店）     ２店出店（具同地区） 

・平成 16 年 大型小売店舗（ショッピング）  １店出店（古津賀地区） 

・平成 17 年 大型小売店舗（ショッピング）  １店出店（具同地区） 

・平成 19 年 大型小売店舗（電器店）     １店出店（具同地区） 
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事 

業 

の 

投 

資 

効 

果 

 

 

 

○事業全体の投資効率性（基準年：平成２０年 検討年次５０年間で算出） 

 費用便益比：（B/C）＝1.5 

 総費用（C）      ：1,489 億円 

 総便益（B）      ：2,295 億円 

 経済的純現在価値（ENPV）： 806 億円 

 経済的内部収益率（EIRR）： 6.3 ％ 

○残事業の投資効率性（基準年：平成２０年 検討年次５０年間で算出） 

 費用便益比：（B/C）＝1.8 

 総費用（C）      ：  209 億円 

 総便益（B）      ： 385 億円 

 経済的純現在価値（ENPV）：  176 億円 

 経済的内部収益率（EIRR）： 10.4 ％ 
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○コスト縮減について 

道路幅員減少によるコスト縮減に加え更なるコスト縮減を図るため、4 工区内から

発生する全ての残土を受入れられる縦断線形に変更した。 

縦断線形を変更し残土を発生させないことにより、残土処理を行う場合と比較し

て、約 215 百万円のコスト縮減を図る。 

また、残土処理場までの運搬距離をＬ＝15 ㎞見込んでいたが、今回見直しにより 4

工区内の運搬となったことによる工事費の縮減を図った。 
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○平成 19 年 10 月周辺の自治体で構成される一般国道５６号バイパス建設促進期成同

盟会および四国横断自動車道高知県建設促進期成会より、早期供用の要望あり。 
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事務局案：事業継続 

（理由） 

①本事業は、高知西南地域、愛媛県南宇和地域の産業経済活動および日常生活におけ

る幹線道路として、当該地域の活性化を図る上で、非常に重要な事業である。 

②中村宿毛道路の自動車専用道路部は、高速ネットワーク（四国 8 の字ネットワーク）

の一部を形成し、当該地域のみならず、四国全域の発展に寄与する。 

③中村宿毛道路の一般道路部は、幡多地域の中心都市である四万十市内の渋滞解消、

安全の確保、沿道環境の改善・保全に大きく貢献する。  

以上により、引き続き事業を推進し、早期の全線供用を目指すことが必要である。 

 



 

 

 

 

一般国道５６号 中村宿毛道路 
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１．中村宿毛道路の概要 

１.１.事業の目的 

一般国道 56 号は、高知市を起点に、松山市に至る延長約 292km の幹線道路であり、高知県、愛媛

県の産業経済活動を支える大動脈であるとともに、通勤等、日常生活に欠かせない生活道路とし

ての役割を持つ重要な道路である。中村宿毛道路は、四国横断自動車道と接続し、高速交通ネッ

トワークを形成する自動車専用道路部と、四万十市街地の交通混雑を緩和する一般道路部からな

り、四万十市～宿毛市間の円滑な交通確保と道路冠水等による交通遮断の解消、四万十市内の渋

滞の解消等を目的とする延長 23.2km の道路である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○中村宿毛道路の事業区間 

中村宿毛道路 
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１.２.事業計画諸元 

 
■事業名  一般国道５６号 中村宿毛道路 
■計画区間 自）高知県四万十市古津賀 ～ 至）高知県宿毛市和田 
■計画延長 L＝23.2km（内一般道路Ｌ＝2.5 ㎞） 
■構造規格 第 1 種第 3 級（四万十市右山～宿毛市和田）自動車専用道路部 
      第 3 種第 2 級（四万十市古津賀本デン～四万十市古津賀ササ山）、 

（四万十市下田交差点～四万十市右山）一般道路部 
      第 4 種第 1 級（四万十市古津賀ササ山～四万十市下田交差点）一般道路部 
■車線数  2 車線、4車線 

■設計速度 一般道路部 60 ㎞/ｈ 
      自動車専用道路部（4 車線整備） 80 ㎞/ｈ 
      自動車専用道路部（2 車線整備） 80 ㎞/ｈ 

■標準断面図 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇自動車専用道路：2 車線整備（4 工区） 

◇自動車専用道路：4 車線整備（2・3 工区） ◇一般道路（1 工区） 
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２．事業の主な経緯と進捗状況 

２.１.中村宿毛道路の事業経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.２.中村宿毛道路の進捗状況 

間ＩＣ～平田ＩＣ区間は平成 14 年 9 月に 2車線で暫定供用開始された。平成 20 年現在、

平田ＩＣ～宿毛ＩＣ区間、古津賀～間ＩＣ区間の整備が残されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○中村宿毛道路の進捗状況 

時　　期 内　　　　容

昭和50年11月21日 都市計画決定（中村地区）

昭和51年 事業化

昭和53年 用地着手

昭和54年 工事着手

昭和58年3月31日 都市計画決定（平田地区）

昭和62年 高規格幹線道路に編入

平成元年 中村宿毛道路（宿毛延伸部 L=7.6km）事業化

平成8年3月29日 都市計画決定（古津賀地区）

平成14年7月 平田ＩＣ～宿毛ＩＣ　２車線整備

平成14年8月5日 一部供用開始（４車線）L=0.75km（古津賀地区）

平成14年9月13日 間IC～平田IC間供用開始（暫定２車線）L=10.5km

平成17年3月11日 ４車化供用開始L=2.0km（上の土居地区）

平成19年8月9日 一部供用開始（４車線）L=0.5km（古津賀地区）

平成20年度（予定） 四万十ＩＣ～間ＩＣ間供用開始予定（暫定２車線）L=6.1km
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３．道路の現状と課題 

３.１.道路交通状況 

（１）計画区間の道路交通状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２５～１．７５ ピーク時を中心に混雑時間帯が加速度的に増加する可能性が高い状態 

１．７５以上 慢性的な混雑状態を呈する 

 

○国道 56 号は四万十市と宿毛市を結ぶ幹線道路で、交通量は約 20,000 台/日 

・国道 56 号は、宿毛市と四万十市を結ぶ主要な幹線道路であり、交通量は、

四万十市街地付近で約 20,000 台/日、平田駅周辺で約 5,000～8,000 台/

日、中村宿毛道路で約 11,000 台/日、宿毛市側で約 17,000 台/日である。

○計画区間の交通状況 

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量 
（台/日） 18,536 19,763
混雑度 1.34 1.29

旅行速度 
（km/h） 37.9 44.1

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量 
（台/日） 20,289 19,682
混雑度 1.58 1.61

旅行速度 
（km/h） 42.6 44.0

道路名：中村宿毛道路 

 Ｈ17 
日交通量
（台/日）

11,370
混雑度 0.75

旅行速度
（km/h） 70.0

道路名：国道 56 号 

 Ｈ17
日交通量
（台/日）

11,606
混雑度 0.88

旅行速度
（km/h） 57.1

道路名：国道 56 号 

 Ｈ17 
日交通量
（台/日）

8,075 
混雑度 0.60 
旅行速度
（km/h） 47.7 

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量
（台/日）

20,125 10,309
混雑度 1.42 0.80

旅行速度
（km/h） 24.1 32.9

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量 
（台/日） 17,234 6,386
混雑度 1.27 0.82

旅行速度 
（km/h） 44.8 56.9

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量 
（台/日） 18,222 17,504 
混雑度 1.29 1.26 

旅行速度 
（km/h） 41.1 51.8 

道路名 ：国道 56 号 

 Ｈ11 Ｈ17 
日交通量 
（台/日） 15,022 5,279 
混雑度 1.07 0.62 

旅行速度 
（km/h） 42.5 39.1 

※）資料：平成 11 年、17 年道路交通センサス 

※（参考）混雑度の数値の目安 
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（２）中村宿毛道路供用区間と現状の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中村宿毛道路（平田ＩＣ～間ＩＣ）開通前後の交通状況の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平田ＩＣ～間ＩＣの整備により並行する現道の混雑は解消、残事業区間では混雑度

が 1.29 と未だ渋滞が残る 

・平田ＩＣ～間ＩＣ（自動車専用道路）の供用（平成 14 年 9 月）により、並

行する現道（国道 56 号）の交通がバイパスなどに分散し、交通量、混雑度は

大幅に減少（交通量 17,234 台/日から 6,386 台/日へ、62.9%減少） 

・残事業区間のセンサス区間 1073 は、開通に伴う大きな変化はなく、混雑度

は 1.29 と高い。 

○センサス調査区間図 

11075

1075 

1074 1073 

11074

国道56号 交通量(台/24h) 18,536 19,763 6.6%
混雑度 1.34 1.29 -3.7%
混雑時旅行速度(km/h) 37.9 44.1 16.4%
交通量(台/24h) 20,125 10,309 -48.8%
混雑度 1.42 0.80 -43.7%
混雑時旅行速度(km/h) 24.1 32.9 36.5%
交通量(台/24h) 17,234 6,386 -62.9%
混雑度 1.27 0.82 -35.4%
混雑時旅行速度(km/h) 44.8 56.9 27.0%

中村宿毛道路 交通量(台/24h) - 11,606 -
一般道路 混雑度 - 0.88 -

混雑時旅行速度(km/h) - 57.1 -
中村宿毛道路 交通量(台/24h) - 11,370 -
自動車専用道路 混雑度 - 0.75 -

混雑時旅行速度(km/h) - 70.0 -

11074

11075

調査単位
区間番号

開通前後
の変化率

1073

1074

1075

路線名・工区 項目(平日) 平成11年 平成17年

※）資料：平成 11 年、17 年道路交通センサス



6 

○中村宿毛道路供用に伴う交通量の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○中村宿毛道路供用に伴う混雑度の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

混雑する右山交差点 

※）資料：Ｈ11、Ｈ17 道路交通センサス

区間番号　1073

1.34 1.29

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平成11年 平成17年

区間番号　1074

1.42

0.80

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平成11年 平成17年

区間番号　1075

1.27
0.82

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平成11年 平成17年

区間番号　11074

0.88

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平成11年 平成17年

区間番号　11075

0.75

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平成11年 平成17年

区間番号　1073

0万

1万

2万

3万

平成11年 平成17年

（台/日）

19,76318,536

区間番号　1074

0万

1万

2万

3万

平成11年 平成17年

（台/日）

10,309

20,125

区間番号　1075

0万

1万

2万

3万

平成11年 平成17年

（台/日）

6,386

17,234

区間番号　11074

0万

1万

2万

3万

平成11年 平成17年

（台/日）

11,606

区間番号　11075

0万

1万

2万

3万

平成11年 平成17年

（台/日）

11,370

未未供供用用区区間間でではは未未だだ混混雑雑
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（３）宿毛湾港（重要港湾）へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四万十市⇔宿毛湾港 
区間距離：２８．８㎞ 

所要時間：４８分 

○国道 56 号は、宿毛湾港へのアクセス道路であり、所要時間は４８分 

・四万十市から重要港湾である宿毛湾港へのアクセス時間は 48 分である。 

・宿毛湾港を利用する船舶の乗降客は年々減少傾向である。 

また、入港実績は、横ばいである。 

・宿毛～佐伯を結ぶ宿毛フェリーは一日３往復する。 

○宿毛湾港の取扱貨物量および乗降人数 

○宿毛湾港への所要時間 

宿毛港湾船舶乗降員実績 宿毛港湾船舶入港実績 

0

1

2

3

4

5

6

7

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

入

港

船

舶

隻

数

（
千

隻

）
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

総

ト

ン

数

（
千

ト

ン

）

隻数

総トン数

0

2

4

6

8

10

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

（万人）

乗込人員

上陸人員

宿宿毛毛フフェェリリーー  
一一日日３３往往復復就就航航  

「宿毛湾港からは、佐伯まで観光目的の人、車、バス、物流のトラック

を乗せるフェリーが就航していたが、佐伯フェリーは破綻し、現在は行

政が補助をしている。」※四万十市役所ヒアリング（Ｈ20.6.26） 

宿毛湾港 

※）出典：港湾年報 

※平成 42 年推計結果（整備なし）より算出 
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（４）工業団地 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高知西南中核工業団地 

宿毛湾港に建設予定の栗ノ浦ドッグ（船体

ブロック工場）、三好造船（ブラスト・塗装

工場）に関する新聞記事 

※）資料：平成 19 年 12 月 5 日 日本海事新聞

○宿毛湾港工業流通団地 

宿毛湾港 
工業流通団地 

至宿毛市 
 松山市 

高
知
市 

至
四
万
十
市

至四万十市

○２つの工業団地が中村宿毛道路周辺に立地 

・中村宿毛道路事業に併せて、平田ＩＣに隣接する「高知西南中核工業団地」に

関西などから企業（４６社）が進出 

・進出企業の操業とともに地元宿毛市の製造出荷額が増加を続け、工業団地稼動

前の１.７倍となり、税収も１.４倍に増加 

【製造業出荷額】 

【税 収】 
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（５）交通事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイク
35%

自転車
34%

列車
11%

徒歩
9%

バス
6%

自動車
5%

429.02 429.02
346.57 348.0

556.80

415.89
313.04

778.48

1037.97

313.04

110.5112.5114.5116.5118.5120.5122.5124.5126.5128.5130.5132.5（kpt）

（件/億台キロ）

500件/億キロ

300件/億キロ

宿毛工業高校 

○相次ぐ高校生のバイク事故 

国道５６号では、高校生のバイク通学が多く、過去に死亡事故が発生している。

特に、平田交差点及び下田分岐交差点付近での死傷事故率が高い。 

○宿毛工業高校バイク通学状況 ○宿毛工業高校生徒の通学方法 

※）出典：宿毛工業高校調べ

※）出典：国道 56 号事故データ

「平成 12、13 年に続けて２件バイクによる死亡事故が発生した。その際、バイク通

学は危険だからやめようという話もあがったが、遠隔地から通わなければならない 地

域性、鉄道、バスが不便、通学にかかる金銭的な問題もあり、保護者からも要望があっ

たため、バイク通学はずっと認めている。」 

 ※高知県立宿毛工業高校（Ｈ20.7.2） 

○中村宿毛道路区間 100m あたり死傷事故率（H16～H17） 

１１１０００年年年間間間ででで１１１５５５名名名死死死亡亡亡 

平田交差点 

楠島交差点 
足摺分岐 
交差点付近 

下田分岐交差点 

（レッドゾーン：交通戦争） 
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（６）冠水被害 
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11

0

10

20

30

40

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

四万十市具同

四万十市楠島

宿毛市平田町

宿毛市山奈町

宿毛市平田地区（冠水時）

宿毛市山奈地区 

○度重なる冠水被害 

国道５６号台風などの異常気象時には、路面冠水する箇所がいくつかあり、通

行止めの際には陸の孤島となり、大きく迂回を余儀なくされる。 

○ 中村宿毛道路周辺での災害による 
通行止め総時間 

※）資料：平成 16 年 10 月 20 日 高知新聞 

※）資料：国道 56 号の災害による通行規制記録 

冠水時 

冠水により、現道が通行止めの際は、

中村宿毛道路が迂回路となる 

通常 
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４．事業の効果  

 

中村宿毛道路の整備により期待される効果 

 

四万十～宿毛間のネットワーク強化 
○円滑なモビリティの確保 

 ・渋滞損失時間の減少..................................... 12 

 ・旅行速度の改善......................................... 14 

 ・路線バスの利便性・定時性向上 ........................... 16 

 ・高知龍馬空港（第二種空港）までのアクセス向上 ........... 17 

○物流効率化の支援 

 ・宿毛湾港（重要港湾）までのアクセス向上 ................. 18 

○国土地域ネットワークの構築 

 ・宿毛市～四万十市間のアクセス向上 ....................... 19 

○個性ある地域の形成 

 ・周辺観光地へのアクセス向上............................. 20 

 

地域住民の安心・安全向上 
○安全で安心できるくらしの確保 

 ・三次医療施設へのアクセス向上 ........................... 21 

○安全な生活環境の確保 

 ・歩道整備による歩行者の安全性向上 ....................... 22 

○災害への備え 

 ・緊急輸送道路としての位置づけ ........................... 23 

 ・現道等の災害への備え................................... 24 

○地球環境の保全 

 ・ＣＯ2排出量の削減 ..................................... 25 

 ・ＮＯ2排出量の削減 ..................................... 25 

 ・ＳＰＭ排出量の削減..................................... 26 
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４.１.活力－円滑なモビリティの確保 

（１）現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 

 
 

 

 

○中村宿毛道路の整備による渋滞損失時間の変化 

 整備なし 整備あり 整備による削減率 

渋滞損失時間 

（千人・時間/年） 
９，７５８ ７，４５５ ２４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千人時間/年・㎞）

581

194

103

0

100

200

300

400

500

600

700

H11
センサス

H17
センサス

… 整備あり
（H42推計）

中村宿毛
道路経由

国道56号
経由

0分 10分 20分 30分 40分 50分

２９分

４２分

１３分短縮

（千人・時間/年）

9,758

7,455

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

整備なし 整備あり

【渋滞損失時間の減少】 

○残事業の整備により、渋滞損失時間が９，７５８千人・時間/年から７，４５５千人・時

間/年に２４％削減が想定される 

○(参考)高知県下直轄国道の 1km あたり渋滞損失時間［参考値］(H19 確定値) 

完成４車線化の効果 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無を比較 

◇間ＩＣ～四万十ＩＣの供用区間と平行する路線 

（Ｈ17 センサス区間：1074）における 1㎞あたりの 

渋滞損失時間推移 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H17センサス

区間番号：1075

（6.986）56位

H17センサス

区間番号：1076

（31.214）41位
H17センサス

区間番号：1073

（63.681）29位

H17センサス

区間番号：1072

（52.943）31位

H17センサス

区間番号：1077

（45.974）33位

H17センサス

区間番号：1074

（24.543）45位

５５割割減減  

◇宿毛市役所～四万十市役所間の所要時間 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無を比較 
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○古津賀地区４車線化整備前後の渋滞長変化 

150

200

1,000

2,550

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

宿毛市

方面

黒潮町

方面

（m）

Ｈ9（整備前）

Ｈ14（整備後）

朝夕の通勤時の
渋滞が解消

整備前後の渋滞長の変化

2,350ｍ 減少

850ｍ 減少

至 宿毛市 

至 

黒
潮
町

ＨＨ１１４４..８８供供用用  

ＬＬ＝＝00..7755kkmm  

４４車車線線化化整整備備区区間間  

下田分岐

ＨＨ１１９９..８８供供用用  
ＬＬ＝＝00..55㎞㎞  

整備前 ：渋滞長 2,550m 

整備後 ：渋滞長  200m 

黒潮町方面 

整備後 ：渋滞長  150m 

整備前 ：渋滞長 1,000m 

宿毛市方面 

整備前 

整備後 

ＬＬ＝＝00..33㎞㎞  

【部分供用による渋滞解消】 

○古津賀地区の４車線化整備により、下田分岐交差点の渋滞長が黒潮町方面で

2,350m 減少し、宿毛市方面で 850m 減少しており、渋滞が解消している。 
完成供用により、右山交差点などの渋滞緩和が期待できる。 

混雑する右山交差点 

右山 
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（２）混雑時旅行速度が 20km/h 未満である区間の旅行速度の改善 

 

 

 

 

 

○並行する中村宿毛道路と現道の交通状況の推移（四万十市有岡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部分供用による旅行速度の向上】 

○平成 14 年の間 IC～平田 IC 間の供用により、混雑度、混雑時旅行速度が改善してお

り、完成供用後には更なる速度向上が期待できる 

○断面交通量は増加傾向にあるが、現道から中村宿毛道路への交通量転換により、現道

の交通量は大幅に減少しており、完成供用後には更にバイパスへの転換が期待できる 

センサス調査地点・区間図 

4 ,415 5 ,171
6,408 6 ,941 6,981

7,995
9 ,230

10 ,514
11,927

13,464

5,475

9,346

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

S49 S52 S55 S58 S60 S63 H2 H6 H9 H11 H17

（台/12h）

中村宿毛道路

国道56号

年々増加

中村宿毛道路供用（Ｈ14.9）

約１万台が
中村宿毛道路

に転換
14,821

断面交通量の推移（自動車交通量）

国道56号　　　：Ｈ17センサス区間番号（ 1075）
中村宿毛道路：Ｈ17センサス区間番号（ 11075）

中
村
宿
毛
道
路

国
道　
　

号

５６

国
道　
　

号

５６

現道および中村宿毛道路の混雑度・混雑時旅行速度の推移
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S49 S52 S55 S58 S60 S63 H2 H6 H9 H11 H17

混
雑

度

0

0.2
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0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

混
雑

時
旅

行
速

度
（
㎞

/
ｈ

）

旅行速度 現道 旅行速度 中村宿毛道路

混雑度 現道 混雑度 中村宿毛道路

国道56号
中村宿毛

道路
国道56号

中村宿毛
道路

S49 46.3 - 0.8 -
S52 43.4 - 0.68 -
S55 50.6 - 1.02 -
S58 47.3 - 0.75 -
S60 46.8 - 0.82 -
S63 45.2 - 0.88 -
H2 47.9 - 1.04 -
H6 46.2 - 1.44 -
H9 53.5 - 1.33 -
H11 44.8 - 1.27 -
H17 56.9 70.0 0.82 0.75

年度
旅行速度（㎞/ｈ） 混雑度

資料：道路交通センサス 

暫定供用後の中村宿毛道路 
※）資料：道路交通センサス

※）資料：道路交通センサス

11075

1075 
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○残事業区間（１工区）の整備による旅行速度の変化（朝ピーク時、西行き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備前】 Ｈ19平均バスプローブデータ

【整備後】 Ｈ42推計結果を元に算出 

上り

下り

プローブ調査におけるＤＲＭ区間（下り）の旅行速度（Ｈ19年度平均）

0

20

40

60

（ｈ/㎞）

107210731074107510761077

プローブ調査におけるＤＲＭ区間（上り）の旅行速度（Ｈ19年度平均）

0

20

40

60

（ｈ/㎞）

107210731074107510761077

【旅行速度の向上】 

○バイパスへの交通の分散により現道の速度向上が期待できる。また、間 IC～四

万十 IC 間の供用により、所要時間短縮が図られる 

※資料）バスプローブデータ中村河川国道事務所、将来はＨ42 推計値

○プローブ調査におけるＤＲＭ区間の混雑時旅行速度および整備後の旅行速度 

○（参考）間 IC～四万十 IC 開通における間 IC～右山交差点間の所要時間の変化 

※資料）H17 道路交通センサスおよび H42 交通量推計結果

供用後４０㎞/ｈ 供用後４５㎞/ｈ 

供用後４５㎞/ｈ 

供用後５０㎞/ｈ 

供用後５０㎞/ｈ 
供用後４０㎞/ｈ 

7分

13分

中村宿毛

道路経由

国道56号

経由

６分短縮

※（参考）DRM区間とは、GPSを搭載した車載機器により取得した移動軌跡データを集計・ 

分析するうえでの最小単位区間として設定している交差点間のこと。 
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（３）現道を利用するバス路線の利便性・定時性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）
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6,874
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H15年度

（11月～）

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

（～12月）

予測値

【路線バス・高速バスの利便性・定時性向上】 

○国道５６号は宿毛市から四万十市を結ぶ主要なバス路線であり、残事業の整備

によって交通が分散し、路線バスの利便性・定時性の向上が期待できる。 

  また、宿毛市から京都を結ぶ高速バスを運営する事業者においても、供用後、

中村宿毛道路への転換を希望している。 

路　　線 平日 休日
宿毛駅～京都 1 1

しまんとブルーライナー運行便数

資料：高知西南交通株式会社 

○しまんとブルーライナー乗車人数推移（人）

○中村駅⇔宿毛駅間の所要時間 

「高速バスは平均 20 名程度の利用が

あり、好調である。ルートは平田Ｉ

Ｃから中村宿毛道路を利用してい

る。四万十ＩＣまで延伸された場合、

利用したいと考えている。」 

※高知西南交通株式会社 

ヒアリング（Ｈ20.6.24） 

中村宿毛道路の延伸後は 
高速バスルートを変更したい 

資料：高知西南交通株式会社「時刻表」 

路　　線 所要時間

宿毛駅～中村駅 56分

路　　線 平日 休日
中村駅～宿毛駅 7 5
宿毛駅～中村駅 7 5

合　　計 14 10

○中村駅⇔宿毛駅間の路線バス運行本数 
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（４）第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上 

 
 

 

 

 

 

 整備なし 整備あり 時間短縮（短縮率） 

所要時間 ３時間 ２分 ２時間４９分 
１３分短縮 

（７．1％） 
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整備なし 整備あり

【高知龍馬空港（第二種空港）までのアクセス向上】 

○宿毛市から高知龍馬空港（第二種空港）へのアクセスが１３分短縮 

（宿毛市役所から空港までの所要時間 ３時間 ２分から２時間４９分に） 

○宿毛市役所～高知龍馬空港想定移動ルート

宿毛市⇔高知龍馬空港 

３時間 02 分→2 時間 49 分 

１３分短縮 

中村宿毛道路 L=23.2km 

○事業区間の整備による高知龍馬空港までの所要時間の変化 

○(参考)Ｈ17 高知龍馬空港利用者の 

出発地および目的地別人数（人） 

出発旅客数 到着旅客数
四万十市 83 32
宿毛市 25 15
土佐清水市 28 11

※黒潮町以降は道路時刻表 07-08 にて算出 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

資料：国道交通省航空局「航空旅客動態調査」 

１１３３分分短短縮縮  
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４.２.活力－物流効率化の支援 

（１）重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上 

 

 

 

 

 

 整備なし 整備あり 時間短縮（短縮率） 

所要時間 

（分） 
４８ ３５ 

１３分短縮 

（２７．１％） 
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48
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整備なし 整備あり

【宿毛湾港（重要港湾）までのアクセス向上】 

○四万十市から宿毛湾港（重要港湾）へのアクセスが１３分短縮 

 （四万十市役所から宿毛湾港までの所要時間４８分が３５分に） 

○事業区間の整備による四万十市から宿毛湾港までの所要時間の変化 

○四万十市役所～宿毛湾港想定移動ルート 

「佐伯からの物流ネットワークができれば、中

村宿毛道路の役割も重要になる。」 

※四万十市役所ヒアリング（Ｈ20.6.26） 

四万十市⇔宿毛湾港 
４８分⇒３５分 

１３分短縮 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無を比較 

１１３３分分短短縮縮  
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４.３.活力－国土・地域ネットワークの構築 

（１）日常活動圏の中心都市へのアクセス向上 

 

 

 

 

 

 整備なし 整備あり 時間短縮（短縮率） 

所要時間 

（分） 
４２ ２９ 

１３分短縮 

（３１．０％） 
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四万十市
86.9%

その他
2.6%土佐清水市

1.3%

宿毛市
6.5%

黒潮町
2.7%

黒潮町
0.4%

宿毛市
83.5%

土佐清水市

0.6%

その他
5.5%

四万十市
10.0%

四万十市
24.1%

その他
5.0%

土佐清水市

0.4%

宿毛市
3.2%

黒潮町
67.3%

【四万十市から宿毛市までのアクセス向上】 

○四万十市から宿毛市へのアクセスが１３分短縮 

  （四万十市役所から宿毛市役所までの所要時間４２分が２９分に） 

○幡多地方生活圏内の通勤通学流動図および常住地における従業先人口 

※図示している各市町の位置は市役所および町役場

日常活動圏中心都市である四万十市は、隣接する宿毛市

および黒潮町と相互に通勤通学流動が多い 

１,２０８人

１,２７１人

５２７人 

○事業区間の整備による四万十市役所から宿毛市役所までの所要時間の変化 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

資料：Ｈ17 国勢調査 

1,673 人

１１３３分分短短縮縮  
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４.４.活力－個性ある地域の形成 

（１）主要な観光地へのアクセス向上 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【新たな観光地へのアクセス向上】 

○平成２１年の春にオープン予定である四万十物産館「あるねや」は四万十ＩＣに近接

しており、新たな観光交通の拠点として、幡多地域各地の観光地へのアクセスの

向上を期待できる中村宿毛道路の役割は大きい 

 

四万十物産館「あるねや」イメージ図

四万十ＩＣに近接した観光拠点 
「四万十物産館（あるねや）」が 

Ｈ２１年３月オープン 

四万十物産館「あるねや」は、市産及び幡多郡内産の物産の販売所及び地元食材を

使用する和風系大型レストラン、また、幡多地域の観光・道路情報や市街地中心部の

イベント・各個店などの情報提供をする情報発信センターを整備し、四万十川を中心

とする幡多地域観光の中継基地としての機能・役割が期待されており、利用者数は年

間７０～９０万人を見込んでいる。  ※四万十市商工観光課（Ｈ20.７.３１） 

○四万十物産館「あるねや」の位置 

四万十ＩＣに近接して 
新たな観光拠点が誕生！
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４.５.暮らし－安全で安心できるくらしの確保 

（１）三次医療施設へのアクセス向上 

 

 

 

 

 

 

 整備なし 整備あり 時間短縮（短縮率） 

所要時間 

（分） 
２４ １５ 

９分短縮 

（３７．５％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間短縮に比例して

死
亡
率
が
減
少

○カーラーの救命曲線

救命率
５０％ライン

24

24

99

80

2

時間短縮に比例して

死
亡
率
が
減
少

○カーラーの救命曲線

救命率
５０％ライン

24

24

99

80

2

 

救急医療への 

アクセス向上便益 

５，５００万円/年 

（分）

24

15

0

5

10

15

20

25

30

整備なし 整備あり

【幡多けんみん病院へのアクセス向上】 

○幡多地域の救急搬送の中心である幡多けんみん病院（２次医療施設）への

搬送時間が９分短縮（四万十消防署から幡多けんみん病院への所要時間が

２４分から１５分） 

○救急医療へのアクセス向上効果 

殆どの救急で、5 分が致命傷になる。中村宿毛道路はスピードが出せるという点

で、効果は大きい。 ※四万十消防署ヒアリング（Ｈ20.6.25） 

○出動から医療機関へ搬送時間別搬送人員 

11

404
435 438

33
30 3 8

62

1
46

0

100

200

300

400

500

1

0

分

未

満

1

0

分

～

2

0

分

未

満

2

0

分

～

3

0

分

未

満

3

0

分

～

6

0

分

未

満

6

0

分

～

1

2

0

分

未

満

1

2

0

分

以

上

（件）

四万十消防署

西土佐分署

１時間以内

○四万十消防署からの時間短縮圏域 

○事業区間の整備による四万十消防署～幡多けんみん病院までの所要時間の変化 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

９９分分短短縮縮  
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４.６.安全－安全な生活環境の確保 

（１）歩道整備による歩行者の安全性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供用前 供用後※ 事故件数減少（予測） 

事故件数 

（件/年） 
８９．６ ３５．８ ５３．８件減少 

（件/年）

現道

89.6

 現道

24.6

11.2

0

20

40

60

80

100

整備なし 整備あり

３５.８

中村宿毛道路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29
26 24

33

15
9

5

13

5 7

2

3

5

5 2

1
1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H10 H11 H12 H13 H14
(～8月）

H14
(9月～)

H15 H16 H17 H18 H19

バイパス部

旧国道部

 

【交通転換による事故減少】 

中村宿毛道路の整備により、現道や周辺街路の交通量が削減され、歩行者・ 

自転車の安全性向上につながることが期待される 

なお、平成１４年に開通した間ＩＣ～平田ＩＣでは、供用前後で事故件数が約６割

減少しており、他の区間についても同様の事故件数の減少が期待される。 

○ 事業区間の整備による事故件数の減少予測 

◆平田ＩＣ～間ＩＣ間における供用前後の事故件数の推移 

整備前 
Ｈ10～Ｈ14.8 月

平均 27.2 件 
Ｈ14.9月～Ｈ19平均 

56 号 7.5 件 

自専道 3.4 件 

整備後 

※供用前はＨ10～Ｈ19 の年平均 

※供用後は事故件数が間ＩＣ～平田ＩＣ供用区間と

同様の効果を得られたと仮定 

整備後、事故件数が 
約６割減少 

位置図 
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４.７.安全－災害への備え 

（１）緊急輸送道路としての位置づけ 

 

 

 

 

○緊急輸送道路ネットワーク図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急輸送道路としての位置づけ】 

中村宿毛道路の計画区間は、高知県緊急輸送道路ネットワーク計画で、第一次

緊急輸送道路として位置づけられている 

※）資料：高知県第２次地震調査

※）出典：高知地方気象台

○昭和南海地震（昭和 20 年）時 

の津波の高さ 

※）資料：高知県ハザードマップ

◆宿毛市東部津波浸水予測図 

宿毛ＩＣ 

◆四万十市津波浸水予測図 

四万十ＩＣ 
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（２）現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通途絶時の便益 通常時の便益 
交通途絶の解消を 

考慮した便益 

０．４億円/年 ９７．７億円/年 ９８．１億円/年 

総時間 総日数 

２０５．９時間/１０年間 約８．６日/１０年間 （１年で約１日） 

(億円/年)

97.7

0

20

40

60

80

100

９７．７億円

(億円/年)

0.4

0

20

40

60

80

100

０．４億円

【災害に強い道路】 

現道が地震・津波や異常気象による路面冠水等で、通行止めとなった際も中村宿毛

道路の整備により災害に強い道路として当該地域の安全性向上に大きく貢献 

○事業区間の整備による交通途絶の解消を考慮した便益（当該事業により影響を受ける範囲） 

＜災害による交通途絶の解消を考慮した便益算出方法＞ 

交通途絶時の便益（円／年）＝交通途絶時における 

（整備なしの場合の総費用（円／日）－整備ありの場合の総費用（円／日）） 

×通行止め等の日数（日／年）※

通常時の便益（円／年）＝通常時における 

（整備なしの場合の総費用（円／日）－整備ありの場合の総費用（円／日）） 

×通常時の日数（日／年）

災害による交通途絶の解消を考慮した便益（迂回の解消）（円／年）＝  

交通途絶時の便益＋通常時の便益

※通行止め等の日数は、過去 10 年程度の実績値（災害履歴）から設定する。

○交通途絶時および通常時における便益のイメージ図 

◆（メモ）過去１０年間における事業区間内の国道 56 号通行止め日数

※通行止めの発生日数や発生箇所は、災害履歴より設定 ※通行時の日数+交通途絶時の日数＝365 日とする 

【交通途絶時】 

【通常時】 

［ 総費用 ］ ［ 日数 ］ ［ 便益 ］ 

３６４ 

３６５ 
＝ × 

１ 

３６５ 
＝ × 

(億円/年)

372
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200
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400
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整備なし

整備あり

(億円/年)

224

322
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整備あり

(億円/年)
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0.4
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1

９８．１億円



25 

４.８.環境－地球環境の保全 

（１）削減される自動車からのＣＯ２排出量 

 
 
 
 

 

 整備なし 整備あり 整備による削減率 

ＣＯ２排出量 

（ｔ/年） 
５４，２４０ ５１，３００ ５．４％ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
（２）削減される自動車からのＮＯ２排出量削減率 

 
 
 
 

 

 整備なし 整備あり 整備による削減率 

ＮＯ２排出量 

（ｔ/年） 
１５８．３ １５２．２ ３．９％ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【ＣＯ２排出量の削減】 

○中村宿毛道路の残事業区間の整備により、自動車の走行性が向上し、自動車か

らのＣＯ２排出量を２，９４０ｔ/年削減（５４，２４０ｔ/年→５１，３００ｔ/年） 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

○事業区間の整備によるＣＯ２の排出量の変化（当該事業により影響を受ける範囲） 

【ＮＯ２排出量の削減】 

○中村宿毛道路の残事業区間の整備により、自動車の走行性が向上し、自動車か

らのＮＯ２排出量を６．１ｔ/年削減（１５８．３ｔ/年→１５２．２ｔ/年） 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

○事業区間の整備によるＮＯ２の排出量の変化（当該事業により影響を受ける範囲） 

大大型型車車がが地地球球をを約約３３５５周周  
ししたたととききののＮＮＯＯ２２排排出出量量にに相相当当  

※地球 1 周を約４万㎞とする 

※大型車が時速 40 ㎞/ｈで走

行した時のＮＯ2 の排出量

は、４.４g/㎞ 

満満濃濃池池約約２２個個分分のの  
森森林林がが１１年年間間にに吸吸収収すするるＣＣＯＯ２２にに相相当当  

※満濃池の面積：約 140ha 

※植林による CO2 吸収量は、10.6t-CO2/ha/年として算出

(t-NOx/年)
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整備なし 整備あり

(t-CO2/年)

54,240
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整備なし 整備あり
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（３）削減される自動車からのＳＰＭ排出量削減率 

 
 
 
 

 

 整備なし 整備あり 整備による削減率 

ＳＰＭ排出量 

（ｔ/年） 
１５．２ １４．５ ４．６％ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ＳＰＭ排出量の削減】 

○中村宿毛道路の残事業区間の整備により、自動車の走行性が向上し、自動車か

らのＳＰＭ排出量を０．７ｔ/年削減（１５．２ｔ/年→１４．５ｔ/年） 

※平成 42 年推計交通量をもとに算出、事業区間の整備の有無により比較 

○事業区間の整備によるＳＰＭの排出量の変化（当該事業により影響を受ける範囲） 

５５００００ｍｍｌｌののペペッットトボボトトルル  

約約７７，，００００００本本分分にに相相当当  

※500ml のペットボトル 1本はＳＰＭ約 100ｇに相当 

(t-SPM/年)

14.5
15.2
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13

14
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整備なし 整備あり
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５．費用便益分析 

 
 

路線名 事業名 延長 事業種別 
現拡・BP・その

他の別 

一般国道 56 号 中村宿毛道路 L=23.2km 二次改築 現拡・BP 

 

計画交通量 

（台／日） 
車線数 事業主体 

9,400～19,700 4,2 車線 四国地方整備局 

 
① 費用 

 事 業 費 維持管理費 合 計 

基 準 年 平成 20 年度 

単純合計 1,260 億円 99 億円 1,359 億円 

うち残事業分 248 億円 111 億円 359 億円 

基準年における 

現在価値(Ｃ) 
1,443 億円 46 億円 1,489 億円 

うち残事業分 165 億円 44 億円 209 億円 

 
② 便益 

 
走行時間 

短縮便益 

走行経費 

減少便益 

交通事故 

減少便益 
合 計 

基 準 年 平成 20 年度 

供 用 年 平成 15,22,30 年度（暫定）、平成 42 年度（完成） 

単年便益 

（初年便益） 
89 億円 7億円 2億円 98 億円 

基準年における 

現在価値(Ｂ) 
2,089 億円 165 億円 41 億円 2,295 億円 

うち残事業分 322 億円 42 億円 20 億円 385 億円 



28 

③ 結果 

費用便益比（事業全体） 1.5 

経済的純現在価値（事業全体） 806 億円 

経済的内部収益率（事業全体） 6.3% 

費用便益比（残事業） 1.8 

経済的純現在価値（残事業） 176 億円 

経済的内部収益率（残事業） 10.4% 

 

 

④ 感度分析（残事業を対象） 

変動要因 基準値 変動ケース 費用便益比（B/C） 

交通量 
9,400 ～

19,700 
±10% 1.7～2.0 

事業費 1,260 億円 ±10% 1.7～2.0 

事業期間 21 年 ±2年 1.7～2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。 



29 

６．地方公共団体等の意見 

  

平成 19 年 10 月 22 日 四国横断自動車道高知県建設促進期成会からの要望書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 10 月 18 日 一般国道 56 号バイパス建設促進期成同盟会からの要望書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




